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平成２２年さいたま市議会２月定例会提出議案一覧 
 

合計９３件（予算議案４２件・条例議案２６件・一般議案１５件・道路議案２件・人事議案８件） 

 
≪予算議案≫ 

議案第１号～議案第２１号 

 （内容） 

  ・ 平成２１年度さいたま市一般会計補正予算    ２件 

  ・ 平成２１年度さいたま市特別会計補正予算   １５件 

  ・ 平成２１年度さいたま市水道事業会計補正予算  １件 

  ・ 平成２１年度さいたま市病院事業会計補正予算  １件 

  ・ 平成２１年度さいたま市下水道事業会計補正予算 ２件 

 

議案第２２号～議案第４２号 

 （内容） 

  ・ 平成２２年度さいたま市一般会計予算    １件 

  ・ 平成２２年度さいたま市特別会計予算   １７件 

  ・ 平成２２年度さいたま市水道事業会計予算  １件 

  ・ 平成２２年度さいたま市病院事業会計予算  １件 

  ・ 平成２２年度さいたま市下水道事業会計予算 １件 

 

≪条例議案≫ 

議案第４３号 さいたま市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・総務局総務部総務課） 

  総合的なスポーツの振興を図るための一元的かつ効率的な執行体制の整備、子どもたちの健

全育成に一層の重点を置くための組織体制の整備等を行うため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 局名変更及び局の新設 
     市民・スポーツ文化局への局名変更等 

・ 市民局の局名を市民・スポーツ文化局に改め、市長の権限（市教育委員会の権限か

ら新たに市長の権限となるものを含む。）に属するスポーツの振興に関する事務を

分掌事務に加えるもの。 
  子ども未来局の新設 

 ・ 市長の権限に属する子ども及び青少年の健全育成に関する事務等を分掌する局とし

て、子ども未来局を設置するもの。 

  ２ 分掌事務の移管 
   ・ 市民局で所管している広聴に関する事務を市長公室に移管するもの。 

  ３ 関係条例の規定の整備 
   ・ 次に掲げる条例の規定中「市民局」を「市民・スポーツ文化局」に、「保健福祉局」

を「子ども未来局」に改めるもの。 
    ア さいたま市行政区画審議会条例 
    イ さいたま市青少年問題協議会条例 
    ウ さいたま市消費生活条例 



 

- 2 - 

（施行期日） 平成２２年４月１日 

 

議案第４４号 さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

       （所管課所・総務局人事部人事課） 

  労働基準法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、時間外勤務手当の支給割合の引上げ分の

支給に代えた時間外勤務代休時間の新設を行うため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 時間外勤務代休時間の指定 

・ １月６０時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給に代えて時間外勤務代

休時間を指定できる制度を新設するもの。 

 （施行期日） 平成２２年４月１日 

 

議案第４５号 さいたま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

       （所管課所・総務局人事部給与課） 

  固定資産評価審査委員会の委員長等の職責の重要性、高度かつ専門的な知識の必要性並びに

他の政令指定都市との均衡等を考慮し、報酬額の引上げを行うため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 報酬額の引上げ 

・ 報酬額を次のとおり引き上げるもの。 

区分 現行の報酬額 引上げ後の報酬額 

委員長 １０，３００円 １４，０００円 

委 員 ９，６００円  １３，０００円 

 （施行期日） 平成２２年４月１日 

 

議案第４６号 さいたま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・総務局人事部給与課） 

  労働基準法の一部を改正する法律の施行を踏まえた時間外勤務手当の支給割合の引上げ、宿

日直手当額の改定等の措置を講じるため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 時間外勤務手当の支給割合の引上げ 

・ １月６０時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当の支給割合について、次のと

おり引き上げるもの。 

勤務の区分 現行 引上げ後 

正規の勤務時間の割振り日の勤務 １００分の１２５ 

週休日（土曜日等）の勤務 １００分の１３５ 
１００分の１５０ 

２ 時間外勤務代休時間の指定に伴う時間外勤務手当の不支給 
・ １により引き上げた支給割合分の時間について時間外勤務代休時間を指定することに

より、当該引き上げた支給割合分の時間に係る時間外勤務手当を支給しないことができ

ることとするもの。 

３ 宿日直手当の上限額の引上げ 
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・ 宿日直勤務１回当たりの宿日直手当の上限額について、４，２００円から８，０００

円に引き上げるもののほか規定の整備を行うもの。 
（施行期日） 平成２２年４月１日 

 

議案第４７号 さいたま市職員退職手当条例等の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・総務局人事部給与課） 

  退職手当制度の一層の適正化を図るとともに、公務に対する市民の信頼確保に資するため、

懲戒免職等の処分を受けるべき行為をしたと認められた場合等に係る退職手当について、新た

な支給制限等及び返納等の制度を設けるため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ さいたま市職員退職手当条例の一部改正 

   退職手当の支給制限等 

ア 退職手当の支払前に、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認

められた場合等には、退職者又は遺族等に対し、退職手当の全部又は一部の支給を制

限することができることとするもの。 
   イ 退職手当の支払前に、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを

疑うに足りる相当な理由があると思料するに至った場合等には、退職者又は遺族等に

対し、退職手当の支払を差し止めることができることとするもの。 

   退職手当の返納等 

    ・ 退職手当の支払後に、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認

められた場合等には、退職者、遺族又は相続人等に対し、退職手当の全部又は一部の

返納又は相当額の納付を命じることができることとするもの。 

    市人事委員会による調査審議 

    ・ 処分を受ける者の権利保護を図るため、懲戒免職等処分を受けるべき行為があった

ことを認めたことによる支給制限の処分又はすべての返納命令等の処分を行う場合に

は、市人事委員会に諮問しなければならないこととするもの。 

     経過措置 

    ・ 施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当

については、なお従前の例によることとするもの。 

 ２ さいたま市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

  ・ １の制度と同様の退職手当の新たな支給制限等及び返納等の制度を設けることとする

もの。  

 ３ さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

  ・ １の制度と同様の退職手当の新たな支給制限等及び返納等の制度を設けることとする

もの。 

（施行期日） 平成２２年４月１日 

 

議案第４８号 さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について 
       （所管課所・財政局税務部税制課） 

  さいたま市情報システム最適化プランに基づく税システムの再構築に伴い、個人住民税の納

入書等の様式について所要の改正を行うもの。 
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 （内容） 
  ・ 総務大臣が定めた別の様式の追加 

   ・ 特別徴収の方法によって徴収する給与所得に係る個人住民税の納入書について、ＯＣ

Ｒ（光学文字読取装置）処理用の様式を追加するとともに、分離課税の対象となる退職

手当等に係る所得割の納入申告書の様式について所要の改正を行うもの。 

 （施行期日） 平成２２年４月１日 

 

議案第４９号 さいたま市土壌汚染対策法関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

       （所管課所・環境局環境共生部環境対策課） 

  土壌汚染対策法の一部改正に伴い、汚染土壌処理業の許可制度が施行されるため、許可の更

新及び許可事項の変更の許可に係る手数料を新設するもの。 
 （内容） 

・ 手数料の新設 
事務の種類 手数料の額 

汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 １件につき  ２２万円 

汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申

請に対する審査 

１件につき  ２２万円 

 （施行期日） 平成２２年４月１日 
 

議案第５０号 さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・建設局建築部建築行政課） 

  建築確認、完了検査等の審査又は検査が厳格化されたことにより事務量が増加し、それに見

合った手数料を徴収するため、所要の改正を行うもの。 
 （内容） 
  ・ 手数料の改定 

事務の種類 現行 改定後 
建築物の確認申請

等に対する審査 
１件につき 

5,000 円～46 万円 
１件につき 

7,000 円～77 万 7,000 円 

建築設備の確認申

請等に対する審査 
１基又は１の建築設備につき

3,000 円～9,000 円 

１基又は１の建築設備につき

4,000 円～1 万 4,000 円 

工作物の確認申請

等に対する審査 
１の工作物につき 

4,000 円～8,000 円 

１の工作物につき 

5,000 円～1 万 2,000 円 

建築物の完了検査 １件につき 

9,000 円～38 万円 

１件につき 

1 万 2,000 円～66 万 6,000 円

建築設備の完了検

査 
１基又は１の建築設備につき

8,000 円～1 万 3,000 円 

１基又は１の建築設備につき

1 万円～1 万 7,000 円 

工作物の完了検査 １の工作物につき 

9,000 円 

１の工作物につき 

1 万 2,000 円 

建築物の中間検査 １件につき 

9,000 円～33 万円 

１件につき 

1 万 3,000 円～55 万 2,000 円

建築設備の中間検

査 
１基又は１の建築設備につき

8,000 円～1 万 2,000 円 

１基又は１の建築設備につき

1 万円～1 万 6,000 円 

工作物の中間検査 １の工作物につき 

9,000 円 

１の工作物につき 

1 万 2,000 円 

 （施行期日） 平成２２年７月１日 
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議案第５１号 さいたま市市民活動及び協働の推進基金条例の制定について 

       （所管課所・市民局市民部コミュニティ課市民活動支援室） 

  市民活動に対する市民の支援が活発に行われる環境づくりに資するとともに、市民活動及び

協働の推進に必要な事業の経費の財源に充てるため、新たに基金を設置するもの。 

 （内容） 

  １ 積立て 

   ・ 基金として積み立てる額は、寄附金及び積立金で予算に計上した額とするもの。 

  ２ 繰替運用 

   ・ 財政上必要があると認めるときは、歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる

こととするもの。 

  ３ 処分 

   ・ 基金は、市民活動及び協働の推進に必要な事業の経費の財源に充てる場合に限り、処

分することができることとするもの。 

（施行期日） 公布の日 

 

議案第５２号 さいたま市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について 

       （所管課所・教育委員会生涯学習部体育課） 

  総合的なスポーツの振興を図るための一元的かつ効率的な執行体制を整備するため、教育に

関する事務の一部を市長が管理し、及び執行することとする条例を制定するもの。 

 （内容） 

  １ 教育に関する事務の職務権限の特例 
 ・ 教育に関する事務のうち、スポーツに関すること（学校における体育に関することを

除く。）を市長が管理し、及び執行することとするもの。 

  ２ 関係条例の規定の整備 

 ・ 次に掲げる条例の規定中「市教育委員会」を「市長」に改める等の所要の改正を行う

もの。 

ア さいたま市スポーツ振興審議会条例 
    イ さいたま市体育館条例 
    ウ さいたま市大宮武道館条例 
 （施行期日） 平成２２年４月１日 

 

議案第５３号 さいたま市立学校職員の退職手当の支給制限等の処分に係る手続に関する条例の

制定について 

       （所管課所・教育委員会学校教育部教職員課） 

  退職手当制度の一層の適正化を図るとともに、公務に対する市民の信頼確保に資するため、

市立学校職員の退職手当の支給制限等の処分に係る手続について新たな条例を制定するもの。 
 （内容） 
  １ 市人事委員会への諮問 

・ 学校職員に対し退職手当の支給制限等の処分を行う場合に、市人事委員会への諮問を 
義務付けるもの。 



 

- 6 - 

  ２ さいたま市教育職員の給与等に関する条例の一部改正 
・ さいたま市教育職員の退職手当の支給に係る規定のうち、１の諮問に関しては、埼玉 

県条例の例によらないこととするもの。 

 （施行期日） 平成２２年４月１日 
 

議案第５４号 さいたま市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・教育委員会学校教育部学事課） 

  美園地域等における土地区画整理事業に伴い、見込まれる児童数の増加への対応並びに肢体

不自由の児童及び生徒の教育環境の整備を図るため、小学校及び特別支援学校を設置し、その

他所要の改正を行うもの。 
 （内容） 
  １ 小学校の新設 

・ さいたま市立美園小学校を、市内緑区大字大門４３５９番地に設置するもの。 
  ２ 特別支援学校の設置 

  さいたま市立さくら草特別支援学校 

 ・ さいたま市立さくら草特別支援学校を、市内緑区大字三室６３６番地８０に設置す

るもの。 

  さいたま市立ひまわり特別支援学校 

 ・ さいたま市立養護学校を「さいたま市立ひまわり特別支援学校」として、新たに規

定するもの。 

  ３ さいたま市総合療育センターひまわり学園条例の一部改正 

・ 総合療育センターひまわり学園条例の養護学校に関する規定を削除するもの。 

 （施行期日） 平成２４年４月１日 
 

議案第５５号 さいたま市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・教育委員会生涯学習総合センター） 

さいたま市立善前公民館を設置するため、所要の改正を行うもの。 

（内容） 

  ・ 公民館の新設 
   ・ さいたま市立善前公民館を、市内南区大字太田窪２５０４番地５に設置するもの。 

（施行期日） 平成２２年９月１日 

 

議案第５６号 さいたま市スポーツ振興まちづくり条例の制定について 

       （所管課所・政策局政策企画部スポーツ企画課） 

  市民等の心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の形成及び活力ある市の実現に寄与する

ため、条例を制定するとするもの。 

 （内容） 

１ 基本理念  

 ・ スポーツ振興まちづくりの推進に当たっては、個性的で活力ある地域社会の形成が図

られなければならない等とするもの。 

２ 責務及び役割  
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 ・ 市の責務並びに市民等、スポーツ関連団体及び事業者の役割を定めるもの。 

３ スポーツ振興まちづくりに関する計画 

 ・ スポーツ振興まちづくりの具体的な施策について、総合的な推進を図るための計画を

定めるとするもの。 

４ スポーツ施設の整備等 
・ 市は、本市のスポーツ施設を整備するため、必要な措置を講じるとともに、効果的及

び効率的な推進を図るための指針を定めるものとするもの。 
５ スポーツ財産の活用 
・ スポーツ振興まちづくりの推進に当たっては、スポーツ財産について、効果的及び効

率的な活用を図らなければならないとするもの。 

６ 推進組織 

 ・ 市は、市、市民等、スポーツ関連団体及び事業者等が意見交換を行い、及び相互に協

力し、及び推進するための組織を設置するとするもの。 

 （施行期日） 平成２２年４月１日 

 

議案第５７号 さいたま市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部福祉総務課） 

児童虐待の防止等に関する法律の一部改正により地方公共団体に重大な児童虐待事例の検証

責務が課されたこと、本市において発生した児童虐待事例の検証の結果等を踏まえ、社会福祉

審議会の下に設置した機関による検証を行っていくため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 児童虐待検証専門分科会の設置 

   ・ 重大な児童虐待事例の分析及び再発防止策の検討に客観性を担保するため、社会福祉

審議会に児童虐待検証専門分科会を設置するもの。 

  ２ 児童養護審査部会の調査審議事項の見直し 

   ・ 児童虐待検証専門分科会の設置に伴い、被措置児童等虐待については、引き続き児童

養護審査部会の調査審議事項であることを明確にする等の所要の規定の整備を行うもの。 

（施行期日） 平成２２年４月１日（２については、公布の日） 

 

議案第５８号 さいたま市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課） 

  高齢者数の増加に伴い、平均寿命の延伸を考慮した受給資格の見直しその他所要の改正を行

うもの。 

 （内容） 

・ 受給資格及び支給額の見直し 

   ・ 受給資格及び支給額を次のとおりとするもの。 
受給資格 支給額 

満８８歳の者 ３万円

満９９歳の者 ５万円

満１００歳の者 １０万円

満１００歳を超える者 ２万円

 （施行期日） 平成２２年４月１日 
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議案第５９号 さいたま市総合療育センターひまわり学園条例等の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

       （所管課所・保健福祉局総合療育センターひまわり学園総務課） 

  診療報酬の改定に即時に対応するため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ さいたま市総合療育センターひまわり学園条例の一部改正 

・ 使用料に係る規定中、診療報酬の算定方法についての規定の整備を行うもの。 

２ さいたま市国民健康保険条例の一部改正 

・ 一部負担金に係る規定中、診療報酬の算定方法についての規定の整備を行うもの。 

３ さいたま市病院事業の設置等に関する条例の一部改正 

・ 使用料に係る規定中、診療報酬の算定方法についての規定の整備を行うもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第６０号 さいたま市違法駐車等防止条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・市民局市民部交通防犯課） 

  道路交通法の一部改正により、高齢運転者等専用駐車区間制度が導入されることに伴い、所

要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 違法駐車等の定義の見直し 

  条例で引用している道路交通法「第４９条の２第３項」を「第４９条の３第３項」に

改めるもの。 

  違法駐車等の定義に高齢運転者等専用時間制限駐車区間における高齢運転者等標章自

動車以外の車両の駐車を加えるもの。 

 （施行期日） 平成２２年４月１９日 

 

議案第６１号 さいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・都市局都市計画部都市施設課） 

  利用者サービスの向上を図るため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 使用料の減額 

・ 近隣駐車場の料金との均衡を考慮し、使用料を減額するもの。 

区分 単位 現行の金額 改正後の金額

基本使用料 ３０分までにつき１台 １８０円 １５０円

超過使用料 超過時間３０分までごとにつき１
台 

１８０円 １５０円

夜間使用料 午後１０時から翌日午前８時まで
につき１台 

１，８００円 １，５００円

  ２ 定期駐車券の料金設定の変更 

   ・ 定期駐車券の使用料の額を、所定の額から上限の額へ改めるもの。 

（施行期日） 平成２２年４月１日 
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議案第６２号 さいたま市食肉中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・経済局経済部食肉中央卸売市場） 

  さいたま市食肉中央卸売市場の用地の所管換に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 面積の変更 

   ・ さいたま市食肉中央卸売市場の面積について、「１５，７２５平方メートル」を「１

６，０３１平方メートル」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第６３号 さいたま市景観条例の制定について 

       （所管課所・都市局都市計画部都市計画課） 

  景観法の規定に基づく必要な事項を定めるため、さいたま市美しいまちづくり景観条例の全

部改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 題名の改正 
   ・ 題名を「さいたま市景観条例」に改めるもの。 

２ 都市景観形成基本計画及び景観計画 

・ 都市景観形成基本計画及び景観計画の策定又は変更に関し、必要な手続の規定を設け

るもの。 

３ 行為の届出等 

  事前協議 

 ・ 届出を要する行為について、事前に協議をし、必要な助言及び指導を求めるもの。 

  届出を要する行為 

・ 景観法（以下「法」という。）に規定する条例で定める行為を、景観法施行令第４

条第４号に定める屋外における土石、廃棄物等のたい積（さいたま市土砂のたい積等

の規制に関する条例に規定する土砂のたい積を除く。）とするもの。 

  届出を要しない行為 

 ア 建築物又は工作物の新築、改築等の行為で規則で定める規模のもの 

 イ 都市計画法に規定する開発行為 

  特定届出対象行為 

・ 法に規定する条例で定める行為を、建築物又は工作物の新築、改築等の行為とする

もの。 

  行為の完了等の届出 

 ・ 届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、市長に届け出なければならないこ

ととするもの。 

  報告及び立入検査 

 ・ 届出を要する行為をしようとする者又はした者に対し、必要な報告をさせ、又はそ

の職員に当該行為の対象となる土地に立ち入り、必要な調査若しくは検査をさせるこ

とができることとするもの。 

４ 助言、公表等 

  法に規定する建築物又は工作物の新築、増築等の行為の届出又は変更の届出があった
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場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、必要な措

置を講じるよう助言し、又は指導するものとするもの。 

  届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときに行われる勧告を受けた者が正

当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができることとするもの。 

  ５ 景観重要建造物及び景観重要樹木 

・ 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続及び管理の方法の基準を規定するもの。 

６ 自主的景観形成推進団体等 

  一定の地区における優れた都市景観の形成を自主的に推進することを目的とする団体

は、自らを自主的景観形成推進団体として認定するよう市長に申請をすることができる

こととするもの。 

  自主的景観形成推進地区の指定を受けようとする自主的景観形成推進団体は、地区内

の所有者等の同意を得て、市長に申請をしなければならないこととするもの。 

（施行期日） 平成２２年１０月１日 

 

議案第６４号 さいたま市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・都市局都市計画部都市計画課） 

  景観法に基づく景観計画の策定により、景観計画との関係を定めた屋外広告物法の規定を踏

まえ、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 禁止物件の追加 

・ 景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木を広告物の表示が原則として禁止さ

れる禁止物件に加えるもの。  

２ 届出の規定の追加 

・ 景観形成型広告物整備地区内で広告物の表示等に関し、市長への届出の規定を加える

もの。 

３ さいたま市屋外広告物審議会の廃止 

 ・ 新たに設置されるさいたま市景観審議会にて屋外広告物に関する事項を調査審議する

こととなるため、さいたま市屋外広告物審議会の規定を削るもの。 

 （施行期日） 平成２２年１０月１日 

 

議案第６５号 さいたま市景観審議会条例の制定について 

       （所管課所・都市局都市計画部都市計画課） 

  景観行政及び屋外広告物行政の一体的な運用を図るため、さいたま市景観審議会及びさいた

ま市屋外広告物審議会の統合により、新たな附属機関を設置するもの。 

 （内容） 

１ 設置 

・ 市長の諮問に応じ、優れた都市景観の形成及び屋外広告物に関する事項を調査審議す

るため、「さいたま市景観審議会」を設置するもの。 

２ 組織 

  委員の定数を１５人以内とするもの。  

  委員は、学識経験を有する者、市議会の議員、関係団体又は関係行政機関の職員のう
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ちから市長が委嘱することとするもの。 

  委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げないこととするもの。 

 ３ 臨時委員 

  ・ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、３人以内の臨時委員

を置くことができることとするもの。   

 ４ 会長 

・ 審議会に委員の互選による会長を置くこととするもの。 

  ５ 会議 

     会長は、審議会の会議を招集し、その議長となることとするもの。 

     審議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができないこととするも

の。    

  ６ 専門部会 

   ・ 審議会は、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができることとす

るもの。   

（施行期日） 平成２２年１０月１日 

 

議案第６６号 さいたま市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 
       （所管課所・建設局下水道部下水道財務課） 
  本市における汚水処理費が下水道使用料で賄いきれない状況を踏まえ、下水道事業会計及び

下水道使用料の適正化を図るため、使用料の改定を行うもの。 
 （内容） 

  ・ 下水道使用料の改定    

改正前 改正後 

汚水排水量 使用料 

（税込） 

基本使用

料（税込

） 

従量使用料 

（税込・１ に

つき） 

改定率 

1  未満 － － － － 

1  から 10

 まで 
693 円 － 15 円 75 銭 － 

10  を超え

30  まで 
91 円 35 銭 116 円 55 銭 27.6％

30  を超え

50  まで 
106 円 5 銭 143 円 85 銭 35.6％

50  を超え

100  まで 
127 円 5 銭 175 円 35 銭 38.0％

100  を超え

200  まで 
155 円 40 銭 215 円 25 銭 38.5％

200  を超え

500  まで 
169 円 5 銭 235 円 20 銭 39.1％

500  を超え

1,000  まで 
197 円 40 銭 276 円 15 銭 39.9％

1,000  を超

え 5,000  

まで 

212 円 10 銭 297 円 15 銭 40.1％

5,000  を超

えるもの 

１ につ

き 

225 円 75 銭

693 円

317 円 10 銭 40.5％
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（施行期日） 平成２２年６月１日 
 

議案第６７号 さいたま市下水道排水設備指定工事店条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・建設局下水道部下水道維持管理課） 

日本下水道協会埼玉県支部排水設備工事責任技術者試験及び更新講習実施要綱の一部改正に

伴い、所要の改正を行うもの。 

（内容） 

１ 試験の名称の変更 

・ 「排水設備工事責任技術者試験」を「下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試

験」に改めるもの。 

２ 責任技術者の登録の有効期間の変更 
・ 責任技術者の登録の有効期間を４年から５年に改めるもの。 

（施行期日） 平成２２年９月１日（２については、平成２３年４月１日） 
 

議案第６８号 さいたま市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

       （所管課所・建設局下水道部下水道総務課） 

下水道事業受益者負担金に係る負担区を新たに設定することに伴い、所要の改正を行うもの。 

（内容） 

・ 負担区の追加 

・ 下水道事業受益者負担金に係る新たな３負担区について、当該負担区域内の土地１平

方メートル当たりの負担金額を、第３８負担区及び第３９負担区は８１０円、第４０負

担区は６１０円とするもの。 

（施行期日） 平成２２年４月１日 
 

≪一般議案≫ 

議案第６９号 財産の取得について 

       （所管課所・教育委員会管理部学校施設課） 

  美園地区に新設小学校（美園小学校）用地を取得するため、議決を求めるもの。 
 （内容） 
  １ 物件の表示 

  所在地 浦和東部第二特定土地区画整理事業地内１４７街区１画地 

  取得面積 ２万２，７５１．１６平方メートル 

  ２ 取得先 
    独立行政法人都市再生機構募集販売本部 
  ３ 取得額 
    ２７億３，０１３万９，２００円 
 

議案第７０号 訴えの提起について 
       （所管課所・保健福祉局福祉部国民健康保険課） 

出産費資金の貸付けを取り消され、その返還を長期にわたり怠り、再三にわたる催告にも応
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じない者に対し、出産費資金貸付金の返還を求める訴えを大宮簡易裁判所に提起し、又は和解

するため議決を求めるもの。 
 （内容） 

  １ 請求の趣旨 
・ 相手方に対し、出産費資金貸付金の返還及び訴訟費用の負担を求める。 

  ２ 訴訟遂行の方針 
     出産費資金貸付金を返還する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、

和解する。 

     判決の結果必要と認めた場合は、上訴する。 
 

議案第７１号 訴えの提起について 

       （所管課所・教育委員会学校教育部学事課） 

  奨学金を借受け、定められた期日が経過しても返還せず、再三にわたる催告にも応じない者

に対し、奨学金の返還を求める訴えをさいたま簡易裁判所に提起し、又は和解するため、議決

を求めるもの。 
 （内容） 
  １ 請求の趣旨 

・ 相手方に対し、奨学金の返還及び訴訟費用の負担を求める。 
  ２ 訴訟遂行の方針 
     奨学金を全額返還する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解

する。 

     判決の結果必要と認めた場合は、上訴する。 

 

議案第７２号 訴えの提起について 

       （所管課所・教育委員会学校教育部学事課） 

  奨学金を借受け、定められた期日が経過しても返還せず、再三にわたる催告にも応じない者

に対し、奨学金の返還を求める訴えをさいたま簡易裁判所に提起し、又は和解するため、議決

を求めるもの。 
 （内容） 
  １ 請求の趣旨 

・ 相手方に対し、奨学金の返還及び訴訟費用の負担を求める。 
  ２ 訴訟遂行の方針 
     奨学金を全額返還する旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解

する。 

     判決の結果必要と認めた場合は、上訴する。 

 

議案第７３号 指定管理者の指定について（さいたま市大宮体育館） 
       （所管課所・教育委員会生涯学習部体育課） 

さいたま市大宮体育館の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 



 

- 14 - 

     所在地 市内見沼区大和田町１丁目３０５番地 

     名 称 さいたま市大宮体育館 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町２３８４番地  

  名 称 株式会社日産クリエイティブサービス  

  代表者 代表取締役 榎本 昌志 

３ 指定する期間 

平成２２年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

 

議案第７４号 指定管理者の指定について（老人憩いの家ふれあいプラザ） 

       （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課） 

  老人憩いの家ふれあいプラザの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

  所在地 市内岩槻区東岩槻６丁目６番地 
  名 称 老人憩いの家ふれあいプラザ 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 永堀 博 
３ 指定する期間 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
 

議案第７５号 指定管理者の指定について（さいたま市南浦和コミュニティセンター等） 

       （所管課所・市民局市民部コミュニティ課） 

  さいたま市南浦和コミュニティセンター等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求め

るもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

  所在地 名称 
市内南区大谷場２丁目６番２５号 さいたま市南浦和コミュニティセンター 
市内見沼区東大宮４丁目３１番地１ さいたま市東大宮コミュニティセンター 
市内見沼区大字大谷１２１０番地 さいたま市七里コミュニティセンター 
市内北区吉野町２丁目１９５番地１ さいたま市宮原コミュニティセンター 
市内西区大字西遊馬５３３番地１ さいたま市馬宮コミュニティセンター 
市内西区三橋６丁目６４２番地４ さいたま市西部文化センター 
市内中央区本町東３丁目５番４３号 さいたま市与野本町コミュニティセンター 
市内中央区上峰２丁目３番５号 さいたま市上峰コミュニティホール 
市内中央区桜丘２丁目６番２８号 さいたま市西与野コミュニティホール 
市内中央区大字下落合１７１２番地 さいたま市下落合コミュニティセンター 
市内大宮区高鼻町２丁目２９２番地１ さいたま市高鼻コミュニティセンター 
市内岩槻区本町１丁目１０番７号 さいたま市コミュニティセンターいわつき 
市内岩槻区本町３丁目１番１号 さいたま市岩槻駅東口コミュニティセンター

市内岩槻区東岩槻６丁目６番地 さいたま市ふれあいプラザいわつき 
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市内大宮区堀の内町１丁目５７７番地３ さいたま市大宮工房館 
市内見沼区染谷３丁目１４７番地１ さいたま市片柳コミュニティセンター 
市内浦和区東高砂町１１番１号 さいたま市浦和コミュニティセンター 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 
  名 称 財団法人さいたま市文化振興事業団 
  代表者 理事長 永堀 博 

  ３ 指定する期間 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
 

議案第７６号 指定管理者の指定について（さいたま市ホテル南郷） 

       （所管課所・市民局市民部市民総務課） 

  さいたま市ホテル南郷の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

  所在地 福島県南会津郡南会津町界４５４番地 
  名 称 さいたま市ホテル南郷 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

     所在地 福島県南会津郡南会津町針生字昼滝山８５７番地１５０ 
  名 称 会津高原夢開発株式会社 
  代表者 代表取締役 高橋 正志 

３ 指定する期間 
平成２２年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

 

議案第７７号 指定管理者の指定について（さいたま市勤労女性センター） 
       （所管課所・経済局経済部労働政策課） 

さいたま市勤労女性センターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 市内見沼区大和田町１丁目３０３番地 

     名 称 さいたま市勤労女性センター 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 永堀 博 

３ 指定する期間 

平成２２年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

 
議案第７８号 指定管理者の指定について（さいたま市勤労女性ホーム） 
       （所管課所・経済局経済部労働政策課） 

さいたま市勤労女性ホームの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 
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  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 市内北区日進町１丁目３１２番地２ 

     名 称 さいたま市勤労女性ホーム 

２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

  名 称 財団法人さいたま市文化振興事業団 

  代表者 理事長 永堀 博 

３ 指定する期間 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 
議案第７９号 全国自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事

務協議会規約の一部の変更について 
       （所管課所・財政局財政部財政課） 
  相模原市が政令指定都市に移行することに伴い、全国自治宝くじ事務協議会に加入すること

及び同協議会の規約の一部を変更することについて、議決を求めるもの。 
 
議案第８０号 関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入及びこれに伴う関

東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について 
       （所管課所・財政局財政部財政課） 
  相模原市が政令指定都市に移行することに伴い、関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会に

加入すること及び同協議会の規約の一部を変更することについて、議決を求めるもの。 
 
議案第８１号 包括外部監査契約について 
       （所管課所・総務局総務部総務課） 

  包括外部監査契約を締結するため、議決を求めるもの。 
 （内容） 

１ 契約の目的 
包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 
平成２２年４月１日 

３ 契約金額 
１，９００万円を上限とする額 

４ 契約の相手方 
江口 俊治 

 
議案第８２号 埼玉県都市競艇組合の規約の変更について 
       （所管課所・経済局経済部経済政策課） 

加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町を廃し、その区域をもって加須市

を設置することに伴い、埼玉県都市競艇組合の規約を変更することについて協議するため、議

決を求めるもの。 
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議案第８３号 埼玉県道路公社の新見沼大橋有料道路の料金の一部の変更の同意について 

       （所管課所・建設局土木部道路計画課） 

  埼玉県道路公社が料金を徴収している新見沼大橋有料道路の料金の一部を変更するに当たり、 

 道路管理者である本市に対し同意を求められたため、議決を求めるもの。 

 

≪道路議案≫ 
議案第８４号 市道路線の認定について 
       （所管課所・建設局土木部土木総務課） 
 （内容） 
    一般 １３８路線 
    開発   ６路線  計１４４路線 
 

議案第８５号 市道路線の廃止について 
       （所管課所・建設局土木部土木総務課） 
 （内容） 
    一般  ２０路線 
    開発   ０路線  計２０路線 
 
≪人事議案≫ 
議案第８６号～議案第８８号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 
       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  固定資産評価審査委員会委員として選任するため、議会の同意を求めるもの。 
 
議案第８９号～議案第９３号 人権擁護委員候補者の推薦について 
       （所管課所・総務局総務部総務課） 
  人権擁護委員候補者として推薦するため、議会の意見を求めるもの。 
 
 
 
 


